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下
灘
小
学
校
環
境
教
育
推

進
事
業

問
　
事
業
内
容
は
。

答　
（
学
校
教
育
課
）

　

愛
媛
県
か
ら
研
究
推
進
校

に
指
定
さ
れ
行
う
も
の
で
、

自
然
を
守
る
子
ど
も
た
ち
を

育
て
よ
う
と
す
る
取
り
組
み

で
あ
り
、
講
師
を
招
き
、
環

境
を
守
る
た
め
の
講
演
を
２

回
と
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

の
見
学
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

食
育
推
進
会
議
条
例
の
制
定

問
　
食
育
推
進
会
議
の
発
足
時

期
は
、ま
た
地
産
地
消
を
謳
っ

て
い
る
が
、
委
嘱
す
る
委
員

に
つ
い
て
、
関
係
者
の
考
慮

は
さ
れ
て
い
る
か
。

答　
（
健
康
保
険
課
）

　

発
足
に
つ
い
て
は
８
月
頃

を
予
定
し
て
お
り
、
本
年
は

２
回
の
会
議
を
行
い
た
い
。

　

委
員
に
つ
い
て
は
、
食
育

関
係
団
体
か
ら
10
名
、
教
育

関
係
者
か
ら
５
名
の
15
名
で

あ
る
。

　

関
係
団
体
に
は
Ｊ
Ａ
関
係

者
、
産
直
市
関
係
者
、
あ
じ

の
郷
づ
く
り
関
係
者
等
を
、

教
育
関
係
者
に
は
伊
予
農
業

高
等
学
校
や
小
中
学
校
の
関

係
者
並
び
に
保
育
園
関
係
者

等
を
入
れ
委
員
に
委
嘱
予
定

で
あ
る
。

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
改
正

問
　
当
初
予
算
時
の
一
般
会
計

か
ら
の
繰
入
金
は
、
今
回
の

値
上
げ
の
条
例
改
正
を
想
定

し
た
も
の
か
。
ま
た
、
市
民

へ
の
影
響
を
押
さ
え
る
た
め

に
、
９
月
補
正
等
で
一
般
会

計
か
ら
の
繰
り
入
れ
を
行
う

こ
と
を
想
定
し
て
い
る
か
。

答　
（
健
康
保
険
課
）

　

当
初
予
算
編
成
時
に
は
、

現
行
税
率
で
行
っ
て
い
る
。

医
療
費
や
歳
入
歳
出
の
推
計

は
、
上
半
期
分
及
び
そ
れ
以

前
の
前
年
分
で
行
い
、
交
付

金
等
の
拠
出
金
が
確
定
し
だ

い
再
度
計
算
し
直
す
。

　

ま
た
、
今
後
、
推
定
以
上

に
医
療
費
が
伸
び
た
場
合

は
、
翌
年
度
充
用
等
も
含
め

た
予
算
措
置
を
講
じ
る
。

港
南
中
学
校
改
築
設
計 

委
託
料

問
　
設
計
委
託
料
の
中
で
、
太

陽
光
等
省
エ
ネ
関
係
の
検
討

及
び
避
難
所
機
能
の
役
割

は
。
ま
た
、
体
育
館
の
屋
根

の
高
さ
を
国
際
規
格
に
す
る

の
か
。

答　
（
学
校
教
育
課
）

　
Ｌ
Ｅ
Ｄ
等
に
つ
い
て
は
、
今

後
事
業
者
と
検
討
し
た
い
。

避
難
所
機
能
と
し
て
、
基
本

設
計
で
は
、
体
育
館
に
防
災

倉
庫
等
を
設
け
、
そ
こ
に
仮

設
ト
イ
レ
の
資
材
等
保
管
す

る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

　

規
格
に
つ
い
て
は
、
中
学

校
の
競
技
が
で
き
る
高
さ
、

広
さ
等
の
設
計
予
定
で
あ
る
。

 

歴
史
資
料
整
理
・
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
作
成
業
務
委
託

問
　
業
務
内
容
は
。

答　
（
社
会
教
育
課
）

　

平
成
22
年
度
以
降
に
市
民

な
ど
か
ら
寄
贈
の
あ
っ
た
上

吾
川
福
田
寺
や
旧
庄
屋
な
ど

の
歴
史
資
料
整
理
で
あ
る
。

　

ま
た
、
委
託
料
の
中
に
調

査
補
助
員
１
名
と
、
新
た
に

雇
用
す
る
作
業
員
４
名
の
人

件
費
も
含
ま
れ
て
い
る
。

○
民
生
文
教
委
員
会

委
員
長
　
　
谷
本
　
勝
俊

副
委
員
長
　
北
橋
　
豊
作

委
　
員
　
　
髙
井
　
洋
一

委
　
員
　
　
武
智
　
　
実

委
　
員
　
　
日
野
　
　
健

委
　
員
　
　
若
松
　
孝
行

委
　
員
　
　
水
田
　
恒
二

　
民
生
文
教
委
員
会
で

は
、
次
の
所
管
の
審
査
を

行
っ
て
い
ま
す
。

■
福
祉
課

■
長
寿
介
護
課

■
健
康
保
険
課

■
市
民
生
活
課

■�

教
育
委
員
会
（
学
校
教

育
課
・
社
会
教
育
課
）

■�

地
域
事
務
所
の
所
管
部
分


